
訓 練 期 間

平成２３年１２月７日（水）～平成２４年　２月６日（月）２ヶ月間。
  休日は、原則として、土、日、祝日  、年末年始  です。  
　訓練時間：　９  :  ３０～１６  :  ３０  （基本時間）

訓 練 場 所
  三幸福祉カレッジ山形校（株式会社　日本教育クリエイト）
  山形市嶋北2-5-17　フレスポ山形北1Ｆ　（裏面「地図」、駐車場有）
  TEL：０２３-６７９-５６５１　　　　

定 員   ２０名(最少催行人員 １５名)

受講対象者
公共職業安定所に求職の申し込みをした方で、職業に必要な技能、知識

を習得し再就職を希望し、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦又は支
援指示を受けた方

受 講 料
受講料は無料です。
ただし、テキスト代及び職業訓練生総合保険料として約 12,000円並び

に健康診断等その他諸経費は、個人負担となります。

募集締切日 平成２３年１１月２４日（木）

申 込 方 法
求職の申し込みをしている公共職業安定所の担当者にご相談して下さ

い。手続きは、あなたの住所又は居所を管轄する公共職業安定所で行って
下さい。

説 明 会

日　時：平成２３年１１月２８日(月)　午前１０時から　（(時間厳守)
※開始１０分前までに受付を済ませてください。

 場 　所：山形職業能力開発専門校（裏面地図参照）

 内 　容：訓練内容の説明と適性検査を行います。

  持ち物：筆記用具（鉛筆・ボールペン等）を持参してください。

    山形県立山形職業能力開発専門校　能力開発支援課

〒990-2473　山形市松栄二丁目２－１

TEL　023-644-9227 　 FAX　023-644-6850

ホームページ　http://www.yamagatanoukai.jp/

「ありがとう」と感謝される

　やりがいのある
介護の仕事に就きませんか？

【　Ｋ０７５Ｙ５５　】
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山形県立山形職業能力開発専門校
〒990-2473　山形市松栄二丁目２－１
TEL023-644-9227  FAX023-644-6850
ホームページ　http://www.yamagatanoukai.jp/
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【 訓 練 概 要 】　
科　　目 科　　目　　の　　内　　容

講　　義
福祉理念とケアサービスの意義、高齢者・障害者（児）の心理、高齢者・障害者（児）等の
家族の理解、医学の基礎知識Ⅰ、障害・疾病の理解、サービスの基本視点、高齢者保健福祉の
制度とサービス、家事援助の方法に関する講義等

演　　習
介護技術に関する演習（生活環境、姿勢と体位、食事の介護、移動の介護、更衣と身だしなみ、
排泄の介護、身体の清潔Ⅰ・Ⅱ、応急処置と安全管理）、訪問介護計画の作成等に関する演
習、レクリエーションに関する演習

復　　習
基礎介護技術の基礎と応用、事例検討

実　　習 特別養護老人ホームでの介護実習（８時間Ｘ２日間）　訪問介護同行訪問（４時間Ｘ２
日）　老人デイサービスセンター見学等（６時間Ｘ１日）

就職支援 他己理解、コミュニケーション、接遇、自己開示等

 

山形 公共職業安定所 〒990-0813 山形市桧町２－６－１３ ０２３－６８４－１５２１

米沢 公共職業安定所 〒992-0012 米沢市金池３－１－３９ ０２３８－２２－８１５５

新庄 公共職業安定所 〒996-0011 新庄市東谷地田町６－４ ０２３３－２２－８６０９

長井 公共職業安定所 〒993-0051 長井市幸町１５－５ ０２３８－８４－８６０９

村山 公共職業安定所 〒995-0034 村山市楯岡五日町１４－３０ ０２３７－５５－８６０９

寒河江公共職業安定所 〒991-8505 寒河江市西根字石川西３４０ ０２３７－８６－４２２１

【 説 明 会 場】
場　所：山形職業能力開発専門校

住　所：山形市松栄二丁目２－１

電　話：０２３―６４４－９２２７

　　　※　駐車場有

【 訓 練 会 場】
場　所：三幸福祉カレッジ山形校

住　所：山形市嶋北 2-5-17 ﾌﾚｽﾎﾟ山形北 1F
電　話：０２３－６７９－５６５１

　　　※　無料駐車場有

詳しくは、求職の
申し込みをして
いる公共職業安
定所にご相談下
さい。

★雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長から「受講指示」を受けた方には、訓練期間中

「基本手当・受講手当」及び該当者には「通所手当」が支給されます。

★雇用保険を受給できない方が、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練を受講する

　場合に、一定の要件を満たせば「職業訓練受講給付金」を受けられる場合があります。

　訓練期間中、安心して訓練を受けていただくための制度です。


